
第 2回上越市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 次第 

 

 

日時：令和 3年 10月 13日（水） 18:30～ 

場所：上越市役所 木田第 1庁舎 4階 401会議室 

 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 市長挨拶 

 

 

 

３ 座長挨拶 

 

 

 

４  議事 

⑴ ワクチン接種の実績と今後の方向性について 

⑵ 感染状況の推移等 

 ・放課後児童クラブにおける感染対策について 

 ・幼稚園等での感染状況 

 ・自宅療養者に関する情報提供について 

 ・季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症への医療機関等での対応に 

ついて 

⑶ 特別警報発令に伴う感染予防対策の状況について 

⑷ 今後の各種イベントの感染予防対策 

 

 

 

５ 閉会 



 

第 2回 

上越市新型コロナウイルス感染症対策

専門家会議 

（令和 3年 10月 13日開催） 

 

資   料 
 



ワクチン接種の実績と今後の方向性について 
 

 

１ ワクチン接種の実施方針について 

 

 実施方針 

「感染者の拡大と重症化を抑制することを目指し、接種を早期に実施する」 

 

（1）65歳以上の高齢者 

 ・7月末までに 2回の接種の終了を目途として、次の 3区分で実施することと

した。 

 ・介護保険施設等入所者及びその施設従事者に対しては、「施設集団接種」を

実施する。 

・「個別接種」は医療機関へ個別に電話で予約を行う。 

・「集団接種」は、施設集団接種、個別接種以外の人及び接種を希望しない人

に対し、集団健診による実績、ノウハウをいかし、日時及び会場を指定し、

公共施設等で実施する。また、路線バスを利用する人に向けて、無料バス券

を配布するほか、公共交通が整っていない一部の地域では、送迎バスを運行

する。 

 

（2）16歳から 64歳の市民 

 ・ＷＥＢ予約システムを導入し、個別接種の予約や集団接種の日時等の変更に

対応する。 

 ・16歳から 22歳の年齢層の市民に対しては、進学や就職活動、部活動などを

考慮し、接種を受けやすい夏休み期間中に実施する。 

 ・集団接種は、個別接種や職場での接種等以外の人を対象に、日時や会場を指

定し、公共施設等で実施する。 

 ・23 歳以上の市民については、原則として高い年齢層から順番に接種を実施

する。 

 

（3）12歳から 15歳の市民 

 ・年齢や副反応等を考慮し、医療機関での個別接種のみとする。 
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２ ワクチン接種の状況（市集計） 

 

〇12歳以上全対象者の接種状況 Ｒ3.10.9現在 

 

 

 

 

【内訳】 

・65歳以上の高齢者の接種状況 R3.10.2現在              

 

 

 

 

 

・12歳～64歳の市民の接種状況 Ｒ3.10.9現在 

 

 

 

 

 

【参考】 

・全市民を対象とした場合 Ｒ3.10.9現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 対象者数 170,041人 

1回目接種済 153,736人（90.4％） 

2回目接種済 150,993人（88.8％） 

 対象者数 61,500人 

1回目接種済 59,920人（97.4％） 

2回目接種済 58,637人（95.3％） 

 対象者数 108,541人 

1回目接種済 93,816人（86.4％） 

2回目接種済 92,356人（85.1％） 

 対象者数 187,804人※ 

1回目接種済 153,736人（81.9％） 

2回目接種済 150,993人（80.4％） 

※Ｒ3.8.1現在 
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【年代別接種区分別】 

区分 実施時期 備 考 

（1）65歳以上高齢者 個別接種 

 5月 10日～7月末 ・電話で医療機関に予約 

（2）65歳以上高齢者 施設集団接種 

 4月 19日～7月末 
・入所施設で接種 

・従事する職員も同時に接種 

（3）65歳以上高齢者 集団接種 

 5月 22日～7月 26日 
・日時、会場を指定し、個別に案内 

・一部地域は、送迎バスを運行 

（4）16歳～64歳 個別接種 

 6月 21日～ 
・ワクチン不足により 8 月上旬から受付

を休止中 

（5）16歳～64歳 集団接種  

①16歳～22歳 7月 10日～8月 26日 
・日時、会場を指定し、個別に案内 

②50歳～64歳 8月 21日～9月 12日 

③40歳～49歳  8月 28日～9月 26日 ・日時、会場を指定し、個別に案内 

・県設置の大規模ワクチン接種センター

で実施。モデルナ社製ワクチン使用 

④30歳～39歳  9月 4日～10月 3日 

⑤23歳～29歳  9月 11日～10月 9日 

（6）12歳～15歳 個別接種 

 7月 5日～実施中 
・9月以降、12歳の誕生月に接種券を月 2

回、前後半に分けて送付 

（7）大規模ワクチン接種センター（県設置）※モデルナ社製ワクチン使用 

18歳以上 7月 3日～10月 9日 

・7月 3日～8月 27日、ユートピアくびき

希望館 

・8月 28日～10月 9日、上越総合病院 

・7月 3日以降、職域接種 

・7月 8日以降、早期の接種を希望する

18歳以上の一般市民を対象 
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３ 実施状況と課題（解決策を含む） 

（1）市民へのワクチン接種を加速するため、県との協議により 7月 3日から「大

規模ワクチン接種センター」をユートピアくびき希望館に県が設置し、企業

等に勤める人や早期にワクチン接種を希望する市民への接種を行った。 

（2）23 歳から 49 歳の市民集団接種では、ファイザー社製のワクチンの供給量

が減少する中、ワクチン接種を希望する市民に遅滞なく実施するため、大規

模ワクチン接種センターにおいて、市の集団接種を実施することとした。そ

れに伴い、使用するワクチンをファイザー社製からモデルナ社製に変更す

るとともに、利便性等を考慮し、接種会場をユートピアくびき希望館から上

越総合病院に変更した。このように柔軟な対応を行ったが、結果として当初

予定していた接種の終了時期よりも 1か月程度遅れることとなった。 

（3）50 歳から 64 歳の集団接種会場において、高齢者と同様に日時・会場を指

定した中、接種者が想定よりも多く、一部会場では 6,000人を超え混雑した

事態を受け、2回目の会場を新たに 1か所増設するとともに、人数を分散さ

せ混雑の解消を図った。 

（4）国のワクチン接種記録システムであるＶＲＳの 10 月 4 日時点のデータで

は、当市の全年代の 1 回目のワクチン接種率の平均は 89.5％であり、全年

代で県平均を大きく上回っている。 

 

 

【ＶＲＳダッシュボードによるデータ】10月 4日時点   ※接種割合％ 

 10代 20代 30代 40代 50代 60～64歳 全世代 

県全体 57.5 60.2 61.7 72.0 82.6 85.8 79.0 

上越市 74.6 79.7 84.4 88.7 91.5 92.0 89.5 
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《今後の方向性》 

 

１ 今後のワクチン接種について 

・引き続き、12歳～15歳の市民には、医療機関での個別接種を実施する。 

・16 歳以上の市民で接種の機会を逃すなどの理由により接種を希望される方

を対象に、集団接種でおさらい接種を実施する。（ファイザー社製ワクチン） 

【おさらい接種の概要】 

・日時：１回目令和 3年 10月 24日（日）、2回目 11月 14日（日） 

    受付時間：午前 8時 30分～午後 6時 

・会場：上越市役所木田庁舎 1階ホール 

・対象者：上越市在住の市民で一度も接種を受けていない人 1,500人 

・周知方法：接種をしていない人、システム等で「接種を希望しない」等の意

思表示をしていない人約 15,000人に対し、個別に案内はがきを郵送 

・申込方法：予約制 予約システム、コールセンターで予約 

※要望が多い場合は、追加のおさらい接種を検討 

 

 

２ 3回目のワクチン接種について 

（1）国説明会概要（9月 22日開催） 

  ・対象者：2回目接種を終了した人のうち、概ね 8か月以上経過した人 

・接種回数：追加接種は１回 

・接種券の送付：ＶＲＳの実績から、対象者に接種券一体型予診票（新様式） 

と案内と一体型の接種済証（新様式）を送付する。 

 

（2）当市の接種方針 

  ・個別接種と集団接種を組み合わせて実施する予定 

  ・詳細については、関係機関と調整を行いながら今後、検討 
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10/6-10/12

3 人口１０万人当たりの新規感染者数と感染経路不明者の割合（判明日ベース）

人
口
１
０
万
人
対
感
染
者
数

40人

35人

30人

25人

20人

15人

10人

①

②
③

④

⑤
⑥
⑦

①

③

⑥

⑧
60% 70%

感染経路不明者割合

凡例 ① ② ③ ④

5人

10% 20% 30% 40% 50%

上越市：緑　　新潟県：グレー⑧
9/8-9/14 9/15-9/21 9/22-9/28 9/29-10/5

上
越
市

新規感染者数 42人

⑤ ⑥ ⑦
対象期間 8/18-8/24 8/25-8/31 9/1-9/7

1.6人

感染経路
不明者

割合 29％ 48％ 28％ 14％
人口１０万人対 22.3人 16.5人

新
潟
県

新規感染者数 798人

0％ 0％ 0％
(人数） （12人） （15人） （9人）

人口１０万人対 35.9人 15.4人 6.8人
343人

（260人）

31人 32人 29人 4人 3人 2人
1.1人
50％
（1人）

3人

（4人） （0人） （0人） （0人）

17.0人 15.4人 2.1人 1.6人

感染経路
不明者

割合 33％ 30％
（68人）
45％

152人

(人数） （104人）

国基準：ステージ４

人口１０万人対

感染者 ２５人／週

国基準：ステージ３

人口１０万人対

感染者 １５人／週

新潟県基準：特別警報

人口１０万人対

感染者 １０人／週

新潟県基準：特別警報

感染経路不明者割合

３０％

国基準：ステージ３～

感染経路不明者割合
新潟県の特別警報解除に伴う暫定基準

設定について

＜9月14日現在の基準＞

・10万人当たり新規感染者数が10人/週

を超え、短期的な改善が見込まれない。

・感染者の増加スピードが早い

・地域内の感染経路不明者が概ね30％

以上

＜暫定基準＞ ①又は②の場合

①感染者数の前週比較について、2週連

続して第5波で見られたような急激な上

昇が起こった場合（第5波は前週比1.2～

1.9倍で推移）

②10万人当たり新規感染者数が25人/

週を超え、かつ、感染経路不明率が30％

を超えて短期的な改善が見込まれない

場合
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4 上越市　新規感染者数（公表日ベース）の前週比

日 月 火 水 木 金 土 週計（A） 前週比

8月29日～9月4日 3 5 1 3 1 1 10 24 47.1%

9月5日～9月11日 3 5 5 7 7 3 5 35 145.8%

9月12日～9月18日 11 1 1 1 1 1 1 17 48.6%

9月19日～9月25日 0 1 0 0 1 0 2 4 23.5%

9月26日～10月2日 0 0 0 0 0 0 1 1 25.0%

10月3日～10月9日 1 0 0 1 0 1 0 3 300.0%

10月10日～10月16日 0 0 1 1 100.0%

新潟県　新規感染者数（公表日ベース）

日 月 火 水 木 金 土 週計 前週比

8月29日～9月4日 82 53 63 78 64 39 56 435 54.4%

9月5日～9月11日 60 23 43 57 68 58 53 362 83.2%

9月12日～9月18日 25 8 35 39 33 34 44 218 60.2%

9月19日～9月25日 27 17 12 24 39 20 24 163 74.8%

9月26日～10月2日 22 6 21 28 18 20 20 135 82.8%

10月3日～10月9日 10 11 9 13 8 8 6 65 48.1%

10月10日～10月16日 6 2 6 14 46.7%

※　10月10日～10月16日の前週比は、日～火の計を比較したもの

-9-



当市における飲食店等に対する営業時間短縮の協力要請について 

 

１ 協力要請の概要 

 ⑴ 実施主体 新潟県（危機対策課） 

 ⑵ 対象期間 令和 3年 9月 3日から 9月 16日まで 

 ⑶ 対象施設 食品衛生法上の営業許可を取得している以下の施設 

ア 接待を伴う飲食店 

イ 酒類を提供する飲食店（カラオケ店等を含む。） 

 ⑷ 要請内容 午前 5時から午後 8時まで※の時間短縮営業 

（酒類の提供は午後 7時まで※に限る。） 

※ にいがた安心なお店応援プロジェクト認証飲食店等は 1時間繰

り延べが可能 

 

２ 当市のにいがた安心なお店応援プロジェクト認証飲食店の状況 

  認証店数 196店舗（県 HPより。10/5更新） 

 

３ 市の対応（協力金支給事務） 

9/ 1 営業許可施設※に対し要請及び協力金の概要を郵送 

9/ 2 市職員が営業許可施設を訪問し、要請及び協力金の概要を配布 

9/ 3 上越市時短要請協力金コールセンター開設 

       要請協力状況調査開始（5班 10名体制） 

9/16 協力金の申請書等を公開 

    要請協力状況調査終了 

9/17 協力金の受付開始 

  ※ 対象施設を含む全ての食品衛生法上の営業許可を受けている施設（1,346件） 

 

４ 協力金の申請状況 

 ⑴ 申請件数 239件（264店舗分）※10/4 申請分まで 

 ⑵ 振込件数 110件（112店舗分）※10/8 振込分まで 

⑶ 振込金額 43,694,000円※10/8 振込分まで 

資料 3 
特別警報発令に伴う感染予防対策の状況① 
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公の施設の臨時休館の実施状況について 

 

１ 実施内容 

  利用時におけるマスクの着用が困難で、同一の用具を複数人で使用するなど感染

対策が難しく、感染リスクが比較的高いスポーツ施設のほか、市外及び県外の利用

者が多い博物館等について、感染リスク低減や人流抑制による感染拡大防止の観点

から臨時休館を行った。 

 

２ 実施時期 

  令和 3年 9月 3日(金)～9月 16日(木) 

 

３ 対象施設（別紙参照） 

 ○スポーツ施設（屋内・屋外施設） 63施設 

※ スポーツ機能を有する複合施設については、スポーツに供する部分を休止し

た。また、スポーツ施設以外でのスポーツ活動についても、感染拡大防止の観

点から利用制限を行った。 

 ○博物館等 4施設 

（水族博物館うみがたり、歴史博物館、小林古径記念美術館、上越科学館） 

 

４ 休館期間中の利用状況 

  休館期間中、予約済のイベント等において中止・延期の対応が困難なため、感染

防止対策を徹底し利用があった施設及び団体数  

・福祉交流プラザ体育館 3団体 

・やぶの川辺公園多目的広場 1団体 

・小林古径記念美術館 1団体 

 

５ 市民からの主な反応等 

 ・感染拡大防止のための休館であり、やむを得ない。 

 ・感染防止対策を徹底するので利用させてほしい。 

・（複合施設は）全館が休館なのか、スポーツ機能としての供用部分の利用制限な 

のか分かりにくい。 

 

６ 今後の対応 

  今後の施設運営については、この度の臨時休館の考え方を基本としつつ、国や県

の対応方針を踏まえるとともに、当市の感染状況や施設の利用形態、市民生活への

影響等を考慮しながら、適時適切に判断し対応していく。 

資料 4 特別警報発令に伴う感染予防対策の状況② 
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臨時休館を行った施設
１－１　スポーツ利用を制限する施設

№ 施　設　名 所　在　地 施設所管課 備　考

1 リージョンプラザ上越 上越市下門前446番地2 用地管財課 インドアスタジアム、レジャープールほか

2 ユートピアくびき 上越市頸城区百間町716 社会教育課 頸城B＆G海洋センター、くびき球場ほか

3 カルチャーセンター 上越市春日新田二丁目19番1号 社会教育課 体育室、トレーニングスペース(卓球場)

4 ファームセンター 上越市大字本新保564番地 農村振興課 多目的ホール

5 ラーバンセンター 上越市大和6丁目3番30号 農村振興課 多目的ホール

6 月影の郷 上越市浦川原区横住410番地 農村振興課 多目的ホール、屋外グラウンド

7 福祉交流プラザ 上越市寺町二丁目20番1号 福祉交流プラザ 体育館

8 大潟健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館 上越市大潟区九戸浜241番地8 施設経営管理室 プール、トレーニング室

１－２　スポーツ施設
№ 施　設　名 所　在　地 施設所管課 備　考

9 高田城址公園（陸上競技場） 上越市本城町46-1 スポーツ推進課

10 高田城址公園（野球場） 上越市本城町46-1 スポーツ推進課

11 高田スポーツセンター 上越市本城町9-50 スポーツ推進課

12 高田城址公園（弓道場） 上越市本城町9-50 スポーツ推進課

13 上越総合運動公園（テニスコート） 上越市大字戸野目古新田398-1 スポーツ推進課

14 オールシーズンプール 上越市新光町1-9-1 スポーツ推進課

15 大潟体操アリーナ 上越市大潟区潟町703-2 スポーツ推進課

16 上越体操場 上越市大潟区九戸浜338番地 スポーツ推進課

17 教育プラザ(多目的広場) 上越市下門前1771 スポーツ推進課

18 安塚Ｂ＆Ｇ海洋センター 上越市安塚区和田559番地 スポーツ推進課

19 浦川原体育館 上越市浦川原区六日町150番地 スポーツ推進課

20 大島多目的ホール 上越市大島区大平3860番地 スポーツ推進課

21 牧体育館 上越市牧区田島703番地4 スポーツ推進課

22 柿崎総合体育館 上越市柿崎区法音寺685-1 スポーツ推進課

23 柿崎体育館 上越市柿崎区直海浜1155番地 スポーツ推進課

24 大潟体育センター 上越市大潟区岩野古新田657-1 スポーツ推進課

25 吉川体育館 上越市吉川区原之町1819番地1 スポーツ推進課

26 中郷総合体育館 上越市中郷区藤沢964-1 スポーツ推進課

27 板倉農業者トレーニングセンター 上越市板倉区針986 スポーツ推進課

28 板倉北部スポーツセンター 上越市板倉区稲増434-1 スポーツ推進課

29 清里スポーツセンター 上越市清里区平成1788番地 スポーツ推進課

30 三和体育館 上越市三和区島倉2382-3 スポーツ推進課

31 三和スポーツセンター 上越市三和区島倉2382-3 スポーツ推進課

32 三和西部スポーツハウス 上越市三和区下中3335-8 スポーツ推進課

33 保倉体育館 上越市上吉野1640-1 スポーツ推進課

34 教育プラザ(体育館) 上越市下門前1770 スポーツ推進課

35 藤野野球場 上越市大字藤野新田264 スポーツ推進課

36 少年野球場 上越市大字富岡 1088-1 スポーツ推進課

37 びょうぶ谷野球場 上越市大字居多1043-2 スポーツ推進課

38 スポーツ公園（野球場） 上越市春日新田2-97-1 スポーツ推進課

39 柿崎総合運動公園（野球場） 上越市柿崎区法音寺685-2 スポーツ推進課

40 吉川野球場 上越市吉川区原之町1868番地 スポーツ推進課

41 今泉スポーツ広場（野球場） 上越市大和6-268-1 スポーツ推進課

42 浦川原運動広場（野球場） 上越市浦川原区長走576番地1 スポーツ推進課

43 今泉スポーツ広場（多目的広場） 上越市大和6-1104-1 スポーツ推進課

※上記以外の施設においても、スポーツの用に供する場合は、利用の制限をさせていただきます。詳細は、各施設にお問い合わせください。
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№ 施　設　名 所　在　地 施設所管課 備　考

44 スポーツ公園（多目的運動広場） 上越市春日新田2-97-1 スポーツ推進課

45 東埠頭緑地多目的広場 上越市大字黒井2330 スポーツ推進課

46 安塚和田スポーツ公園（グラウンド） 上越市安塚区和田541番地 スポーツ推進課

47 柿崎総合運動公園（グラウンド） 上越市柿崎区法音寺685-2 スポーツ推進課

48 柿崎総合運動公園（人工芝グラウンド） 上越市柿崎区柿崎685-2 スポーツ推進課

49 上越市大潟運動広場 上越市大潟区犀潟76-5 スポーツ推進課

50 中郷総合運動公園（屋外運動場） 上越市中郷区藤沢964-5 スポーツ推進課

51 板倉運動広場 上越市板倉区針941-1､986-2 スポーツ推進課

52 清里スポーツ公園（グラウンド） 上越市清里区武士490番地 スポーツ推進課

53 三和スポーツ公園（グラウンド） 上越市三和区島倉2434-1-3 スポーツ推進課

54 やぶの川辺公園（多目的広場） 上越市東城町1丁目字前川原517 都市整備課

55 高田城址公園（庭球場） 上越市本城町46-1 スポーツ推進課

56 上越市庭球コート 上越市中央5丁目1832 スポーツ推進課

57 スポーツ公園（庭球コート） 上越市春日新田2-97-1 スポーツ推進課

58 柿崎第１庭球コート 上越市柿崎区柿崎6800番地 スポーツ推進課

59 吉川テニスコート 上越市吉川区原之町2010番地8 スポーツ推進課

60 板倉庭球コート 上越市板倉区針974-1 スポーツ推進課

61 春日山ペタンク場 上越市春日山町1丁目3292-1 スポーツ推進課

62 直江津海岸ビーチボールコート 上越市中央5　船見公園内 スポーツ推進課

63 浦川原運動広場（トレーニング棟） 上越市浦川原区長走579番地 スポーツ推進課

２　博物館等

№ 施　設　名 所　在　地 施設所管課 備　考

64 上越市立水族博物館 上越市五智二丁目15番15号 教育総務課

65 歴史博物館 上越市本城町7-7 文化行政課

66 小林古径美術館 上越市本城町7-7 文化行政課

67 上越科学館 上越市下門前446番地2 社会教育課
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部活動の休止及び学校施設の開放の休止について 

 

 県内全域に県の「特別警報」が発令されたことを踏まえ、9月 3日（金）から 9月

16日（木）までの間、上越市立学校においても、中学校の部活動及び小学校の課外

活動を休止とするとともに、学校施設の開放を休止した。 

 

１ 部活動の休止 

⑴ 対象学校数 

小学校 48校、中学校 22校 

 

⑵ 教育委員会の対応 

・9月 1日（水）、2日（木）に保護者や児童生徒への説明及び準備を行うととも

に、可能な限り 2日（木）から休止できるよう配慮した。 

・各学校では、保護者に対して部活動休止の趣旨について文書を配布して説明を

行った。 

・県の代表として全国大会等への参加が予定されている場合は、開催地や感染拡

大状況を踏まえて当該校が教育委員会と協議することとした（1事例あり）。 

 

２ 学校施設の開放の休止 

 ⑴ 対象施設数 

   小学校 48校、中学校 22校の体育館及びグラウンド 

 

 ⑵ 教育委員会の対応 

  ・9月 2日に学校及び利用団体等にメール及び文書で通知した。 

 

⑶ 市民からの主な反応等 

  ・利用の可否はいつ決まるのか。（市の対応が決定するまでの間における問合せ） 

  ・感染拡大防止のための休止であり、やむを得ない。 

資料 5 
特別警報発令に伴う感染予防対策の状況③ 
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市が主催・共催するイベント等の取扱いについて 

 

【基本的な考え方】                （令和 3年 10月 1日時点） 

・市が主催・共催するイベントの開催制限については、国・県の方針に基づき対応

する。 

・イベント等の実施に当たっては、「新しい生活様式」や「業種別ガイドライン」

に基づく適切な感染防止策を講じた上で実施する。 

・全国的または広域的な移動が見込まれるものや、参加者の把握が困難なものは、

中止・延期を含めて慎重に検討する。 

・飲食を伴うイベント等の開催は、極力控える。やむを得ず開催する場合は、感染

症防止策（黙食・座席の間隔の確保・換気）を徹底する。 

 

１ イベントの開催制限について   （国基準：令和 3年 10月末までの取扱い） 

※1 収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件を満たす必要） 

※2 異なるグループ間では座席を 1席空け、同一グループ（5人以内に限る）内では座席間隔を設けなくと 

もよい。すなわち、収容率は 50%を超える場合がある。 

 

２ イベント開催時の必要な感染防止策（主なもの） 

・適切なマスク着用の徹底 

・大声の発声や近接した距離での会話等への注意喚起 

・こまめな手洗いの徹底 

・主催者による施設内のこまめな消毒、消毒液の設置 

・空調設備の設置による常時換気、こまめな換気 

・入退場時の密集回避、待合場所等の密集回避 

・感染防止策を行ったエリア以外での飲食の制限 

・参加者等の把握、行動管理（参加者名簿の作成、接触確認アプリ等のダウンロ 

ードの推奨等） 

※ 上記のほか、「業種別ガイドライン」の遵守徹底 

 

 

 

区 分 収容率※1 人数上限※1 

① 

大声での歓声・声援等

がないことを前提と 

しうるもの 

100％以内 
（収容人数がない場合は密にならない程度の間

隔） 
収容人数 10,000人超 

⇒収容人数の 50％ 

 

収容人数 10,000人以下 

⇒5,000人 

② 

大声での歓声・声援等 

が想定されうるもの 

※飲食を伴う催物を含む 

50％以内※2 
（収容人数がない場合は十分な人と人との間隔

（1 メートル）） 

資料 6 
今後の各種イベントの感染予防対策① 
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３ 感染防止策の確認・事前相談について  

⑴ セルフチェックの実施 

   イベント等の実施に当たっては、チェックリストを用いて、対策を確認する。 

⑵ 大規模イベント等の開催に伴う県への事前相談 

全国的な人の移動を伴うイベントや参加者が 1,000人を超えるような大規模

なイベントの開催を予定するときは、主催者（市）又は施設管理者が県に事前

相談する。 

 

４ 市が実施する会議等について 

人が集まる形での会議等を開催する場合は、イベント等の開催に準じることとし、

必要に応じてメール連絡や書面による開催、ウェブ会議を活用する。 

 

５ 今後の取扱い 

・引き続き、国・県の方針に基づく対応を基本とする。 

・県の特別警報が発令された際は、当市の感染状況や市の施設の臨時休館の状況 

等を踏まえ、中止・延期等の対応を検討する。 

 

６ 市以外の民間団体等のイベントについて 

・主催者が実施の判断をする際に、市の基準を参考とするよう情報を提供する。 

・市は、「新しい生活様式」や「業種別ガイドライン」、市主催イベント実施時 

の感染防止策等を紹介するほか、感染防止策に関する相談に応じて不安解消を 

図るなど、イベント等の開催を支援する。 
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衆議院議員総選挙及び上越市長選挙・上越市議会議員補欠選挙における 
感染予防対策について 
 

■投票について 

１ 実施予定日 

令和 3年 10月 31日（日） 

２ 投票所等 

⑴ 投票所…167箇所（当日投票所、期日前投票所） 

⑵ 投票者数…選挙人名簿登録者数 159,194人（R3.9.1） 

【参考】前回選挙（H29衆院選・市長選同日） 

・衆院選（小選挙区）：106,771人 

・市長選：105,256人 

 

３ 事務従事者の感染予防対策 

フェイスガード・マスクの着用、手指消毒、手洗いの励行 

 

４ 来場者に向けた感染予防対策 

⑴ 投票所での対応 

・手指消毒液の設置、記載台等のこまめな消毒、会場の換気、混雑時の入場 

制限 など 

⑵ 事前周知等 

・市 HPでの過去選挙時の期日前投票における混雑状況（別図参照）の周知 

・選挙公報等を活用した感染症対策の周知（投票時のマスク着用、筆記用具 

の持参、期日前投票の利用 など） 

 

■開票について 

１ 開票所（予定） 

リージョンプラザ上越 インドアスタジアム（2,812㎡） 

 

２ 事務従事者数 

約 300人 

 

３ 事務従事者の感染予防対策 

マスクの着用、手指消毒、会場の換気、手洗いの励行 

  

資料 7 
今後の各種イベントの感染予防対策② 
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■【参考】国の方針について 

「選挙の管理執行における新型コロナウイルス感染症への対応について」（総務省

通知）（抜粋） 

１ 新型コロナウイルス感染症の宿泊・自宅療養者等で、一定の要件に該当する

方は「特例郵便等投票」が可能 

２ 感染防止対策の例 

 ○投開票時の感染防止対策等 

・アルコール消毒液を設置し、換気に努めること。 

・持参筆記用具や使い捨て鉛筆の使用など、選挙人の不安感の解消に努める 

こと。                            など 

 

 

○市民プラザ
8時半
～

9時～ 10時～11時～12時～13時～14時～15時～16時～17時～18時～
19時～
20時

4月20日（月）
4月21日（火）
4月22日（水）
4月23日（木）
4月24日（金）
4月25日（土）

○直江津ショッピングセンターエルマール及び上越ショッピングセンターアコーレ
8時半
～

9時～ 10時～11時～12時～13時～14時～15時～16時～17時～18時～
19時～
20時

4月20日（月） - -
4月21日（火） - -
4月22日（水） - -
4月23日（木） - -
4月24日（金） - -
4月25日（土） - -

○福祉交流プラザ及び13区
8時半
～

9時～ 10時～11時～12時～13時～14時～15時～16時～17時～18時～
19時～
20時

4月20日（月） -
4月21日（火） -
4月22日（水） -
4月23日（木） -
4月24日（金） -
4月25日（土） -

- 開設していない
利用者がかなり少ない（50人以下/時間）
利用者が比較的少ない（51人以上100人以下/時間）
利用者が比較的多い（101人以上200人以下/時間）
利用者がかなり多い（201人以上/時間）

参考：令和2年上越市議会議員一般選挙期日前投票所の利用状況別図 

※ 当日の時間別投票状況は、別添のとおり 
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時間別投票状況に関する調（R2.4.26 市議選） 
 

 【時間別投票者数・時間別構成比】 （注）当日投票分 

時  間 
時間別投票者数（人） 時間別構成比（％） 

男 女 計 男 女 計 

07:00 ～ 08:00 2,625 1,790 4,415 10.01 7.15 8.61 

08:00 ～ 09:00 2,721 2,432 5,153 10.38 9.71 10.05 

09:00 ～ 10:00 3,686 3,679 7,365 14.06 14.70 14.37 

10:00 ～ 11:00 3,326 3,312 6,638 12.69 13.23 12.95 

11:00 ～ 12:00 2,811 2,848 5,659 10.72 11.38 11.04 

12:00 ～ 13:00 1,619 1,647 3,266 6.18 6.58 6.37 

13:00 ～ 14:00 2,011 2,018 4,029 7.67 8.06 7.86 

14:00 ～ 15:00 1,825 1,837 3,662 6.96 7.34 7.15 

15:00 ～ 16:00 1,613 1,617 3,230 6.15 6.46 6.30 

16:00 ～ 17:00 1,462 1,524 2,986 5.58 6.09 5.83 

17:00 ～ 18:00 1,314 1,219 2,533 5.01 4.87 4.94 

18:00 ～ 19:00 828 788 1,616 3.16 3.15 3.15 

19:00 ～ 20:00 373 324 697 1.42 1.29 1.36 

合  計 26,214 25,035 51,249 100.00 100.00 100.00 

（注）時間別構成比は、小数点第 3位を四捨五入しているため、合計とは一致しない場合がある。 

 

 【時間別投票者数】 

 
 

 【時間別構成比】 
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10:00-11:00, 12.95%

11:00-12:00, 11.04%
12:00-13:00, 6.37%

13:00-14:00, 7.86%

14:00-15:00, 7.15%

15:00-16:00, 6.30%

16:00-17:00, 5.83%

17:00-18:00, 4.94%
18:00-19:00, 3.15%

19:00-20:00, 1.36%

参考 

-19-



成人式における感染症予防対策について 

※ 成人式は、現在、この資料に記載した内容で実施に向けて準備を進めているとこ

ろであり、開催 1か月前に実施を正式決定し、お知らせすることとしている。 

 

１ 実施予定日  令和 3年 11月 20日（土） 午後 1時 30分から 2時 40分まで 

※時間を短縮して実施する。 

 

２ 実 施 会 場   リージョンプラザ上越 インドアスタジアム 

 

３ 対象者と出席見込数 

 ・対象者数：約 2,000人 

（平成 12 年 4 月 2 日から平成 13 年 4 月 1 日までに生まれた人で上越

市に住民登録のある人及び上越市に居住したことのある人） 

・出席見込数：（最大）約 1,400人（対象者の 70％） 

   ※ 県内他市で本年度開催された成人式の出席状況は、対象者の 50％前後 

 

４ スタッフ側の感染予防対策 

 ・検温、手指消毒の徹底 

 ・不織布マスクの着用 

 

５ 参加者に向けた感染予防対策 

⑴ 案内 

・緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が適用されている地域からの出席は自粛

してもらうよう通知する。（10月 8日現在、該当地域なし） 

・市議会議員、国会議員、県議会議員等の来賓や恩師は招待しない。 

・新成人以外の入場を制限する。（家族等の会場までの付き添いは可） 

・成人式前日や式典終了後の飲食を伴う集まりの自粛を呼びかける。 

⑵ 受付 

・入場時の混雑を避けるため、受付を 1階と 2階に設置する。 

・受付前にサーマルカメラを設置し、体温測定を行う。 

※ 37.5℃以上の場合は別室で再検温し、それでもなお 37.5℃以上の場合は帰宅

してもらう。 

・案内ハガキに体調の記録欄を設け、受付時に提出してもらう。 

⑶ 会場 

・フロアの座席は余裕をもった配置とする。 

・2 階席及びロールバック席は固定席のため、あらかじめ着席不可の表示をし、

一席空けての着席とする。 

・記念品等配布物は受付で手渡しせず、あらかじめ座席に配置する。 

・退場時は、混雑を避けるため座席エリアごとに案内を行う。 

⑷ 式典 

・式中のステージ上の様子を YouTubeでライブ配信する。 

・会場内でのマスクを外した写真撮影はご遠慮いただくよう、アナウンスする。 

・終了後は、速やかに退場してもらう。 

資料 8 
今後の各種イベントの感染予防対策③ 
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陽性者のワクチン接種状況

9月の県内陽性者を分析し、陽性者のワクチン接種状況を算出。
陽性者の7割以上がワクチン未接種であり、今後もワクチン接種を促進していく必要。他方、ワクチンを２
回接種した方の感染も確認されており、ワクチン接種後も引き続き感染防止策の徹底が求められる。

73.6%

12.4%

13.0%

1.0%

未接種 1回接種 2回接種 不明

【県全体】
【新潟市保健所管内】

76.8%

13.2%

9.4%

0.6%

未接種 1回接種 2回接種 不明

【新潟県保健所管内】

68.4%
11.1%

18.9%

1.6%

未接種 1回接種 2回接種 不明 ５-21-
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33.2% 66.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

飲食関連 その他

13.7% 86.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

飲食関連 その他

飲食関連陽性者ワクチン接種状況

【新潟市保健所管内】 N=629
〇飲食関連が占める割合

68.8%
7.0%

22.7%

1.6%

未接種 1回接種 2回接種 不明

〇飲食関連陽性者のワクチン接種状況

【新潟県保健所管内】 N=386

9月の県内陽性者を分析し、陽性者のうち、飲食関連※が占める割合及び飲食関連陽性者のワクチン
接種状況を算出。（※飲食関連：飲食店従業員または飲食行動歴があるもの）
飲食関連陽性者のうち、ワクチン未接種者は７割～８割。

〇飲食関連が占める割合

〇飲食関連陽性者のワクチン接種状況

82.6%

11.6%
5.8%

0.0%

未接種 1回接種 2回接種 不明 ６

不明
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令和 3 年 10 月 13 日 
新潟県上越保健所 

 
Ｋ児童クラブにおける新型コロナウイルス感染症患者の発生について 

 
 
１ 患者概要 

  年齢：10 歳未満 
  発症日：8/25（感染可能期間：8/23～） 
  診断日：8/27 
   
２ 患者の児童クラブ利用状況（8/23～8/27） 

 8/23（月）児童クラブを利用（8:30～16:30） 
・ 月曜日は普段から利用者が少なめ 

   ・ 朝と夕方は、全グループが混在するが、8/23 は夕方の混在時の前に
帰宅 

 8/24、25、26、27 は利用なし 
 
３ 児童クラブでの感染対策（保健所の調査結果） 

 マニュアルを整備し、手洗い、消毒、換気等の基本的な感染対策を実施 
 利用児童を３グループに分けており、グループ毎に利用部屋あり（朝と

夕方を除く） 
 体育館利用時も、密にならないよう、グループ毎に利用時間を設定 
 食事、おやつは、座卓を 1 人で利用し、一方向を向いて、默食 
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※ほか、他施設等での発生：8件

県内7233例目・上越323例目
職員 9/4発症

県内7358例目・上越334例目
園児 9/8発症

県内7370例目・上越337例目
園児 9/9発症

県内7404例目・上越338例目
園児 9/11発症

県内7405例目・上越339例目
園児 9/10発症

県内7400例目・上越342例目
園児 9/11発症

県内7401例目・上越343例目
園児 9/11発症

県内7402例目・上越344例目
園児 9/10発症

県内7403例目・上越345例目
園児 9/11発症

職員・園児（11）

県内7409例目・上越348例目
園児家族 9/12発症

県内7414例目・上越349例目
園児家族 9/11発症

Ａ幼稚園関連（17）

県内7423例目・上越350例目
園児 9/12発症

県内7423例目・上越352例目
園児 9/15発症

県内7487例目・上越351例目
園児家族 9/12発症

県内7546例目・上越353例目
園児家族 症状なし

県内7584例目・上越354例目
園児家族 9/15発症

県内7641例目・上越355例目
園児家族 9/15発症

園児家族（6）
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本県における新型コロナウイルス感染症の今後の医療提供体制について

＜方針＞ ＊国方針は別紙参照

●第５波における最大感染拡大時と同程度またはそれ以上の感染拡大に備え、以下の
４本柱で体制整備を進める。

※新型コロナウイルス感染症の重症、中等症患者受入体制の強化を図るために必要な経費も補助
（重症患者１人当たり4,000千円、中等症患者１人当たり500千円を上限）

※上記体制を推進する上で、新潟県全体の医療提供体制（新型コロナウイルス感染症及び通常の救急医療）との両立も必須
→県立がんセンター新潟病院がコロナ受入病院の救急医療の一部も担う（オール新潟体制）

R3.10.6福祉保健部

取組事項 内容 現在の状況

１ 中等症患者集中
受入機関の設置

感染のピーク時に中等症患者の受入体制を強化
するため、概ね１つの病棟で受け入れる医療機関を
設置
※設置にあたり設置月数×8,000千円上限に補助

・木戸病院、立川綜合病院に
設置
厚生連新潟医療センターと

合意済

２ 抗体カクテル
センターの設置

新型コロナウイルス感染症患者の重症化を防ぐため、
抗体カクテル療法について集中的に対象患者を
受け入れる病院を各医療圏域で展開

・11病院（９病院を指定済、
２病院＊を指定予定）
・県内での抗体カクテルの
使用実績は27病院337件
（9/24現在）

３ 中等症Ⅰまで対応
できる確保病床数の
増加

概ね病棟単位などでまとめて受け入れる等、中等症Ⅰ
まで対応できる病床を確保し、早期治療を行うことで、
重症化等を減らし、医療負荷を軽減

・約100床追加確保で合意済。
→今後、県協議会及び
厚労省との協議を進め、
確保病床とするよう調整。

４ 夜間・休日の中等症
患者の受入体制
（輪番制）の構築

夜間・休日であっても確実に中等症患者が入院できる
よう、中等症患者集中受入機関に輪番で専門医を派遣

・次の感染拡大期に向けて
調整中

福祉４

1

＊県立十日町病院（十日町市）、
厚生連佐渡総合病院（佐渡市）
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新型コロナウイルス感染症抗体カクテルセンター（令和３年10月６日現在）

指定状況 病院名（所在地）
1 県立新発田病院（新発田市）
2 魚沼基幹病院（南魚沼市）
3 長岡赤十字病院（長岡市）
4 県立中央病院（上越市）
5 国立病院機構西新潟中央病院（新潟市西区）
6 厚生連　新潟医療センター（新潟市西区）
7 燕労災病院（燕市）
8 厚生連　長岡中央綜合病院（長岡市）
9 厚生連　村上総合病院（村上市）
10 県立十日町病院（十日町市）
11 厚生連　佐渡総合病院（佐渡市）

指定済

指定予定

２
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今夏の感染拡大を踏まえた今後の保健・医療提供体制の整備について（ポイント）

◆今後も中長期的に感染拡大が反復する可能性があることを前提に、保健所等による療養調整を含めた総合的な保健・医
療提供体制の構築に向け、各都道府県の｢病床・宿泊療養施設確保計画｣を「保健・医療提供体制確保計画」にバージョン
アップ。コロナ医療と一般医療の両立を図りつつ、陽性確認前から回復・療養解除後まで切れ目なくコロナ患者に対応
可能な、国民が安心できる総合的な保健・医療提供体制を整備する。

◆都道府県において、保健所設置市・特別区等と連携し、地域の関係者との協議の上、10月中をめどに「想定する感染
規模」「確保すべき病床数」「臨時の医療施設の必要量」「保健所・地域の医療機関の体制」等を盛り込んだ今後の
保健・医療提供体制の構築方針を作成。遅くとも11月末までに、構築方針に沿った体制を構築し、保健・医療提供体
制確保計画として取りまとめる。
国においても、都道府県の検討過程から伴走型でサポートする体制を構築し、地域医師会等と連携した取組など好事

例の展開、今夏の病床確保等の経験の共有機会の提供なども実施する。

R3.10.1
事務連絡

＜基本的考え方＞

今後、ワクチン接種の進展等による感染拡大の抑制・重症化予防が期待される一方、季節性インフルエンザの
流行期となる冬に向け、感染拡大に向けた更なる備えが必要である。都道府県ごとに、少なくとも今夏における
最大の感染拡大時と同程度の感染拡大が生じることを前提に、ピーク時における新規感染者数等を見込み、
❶健康観察・診療体制、❷入院外の治療体制、❸入院体制のそれぞれについて、ピーク時における需要に対応する
ための必要量とその担い手を予め明確にすることで、機動的でより実効性の伴う具体的な整備計画を策定する。

＜従来の計画からの改善点＞

①従来の保健所のみの対応から、地域の医療機関を活用することにより、陽性判明時から速やかに健康観察・診療
を漏れなく開始する仕組みを広げる

②①に加え、中和抗体薬の投与体制の整備等により、早期の適切な治療を実施することにより、重症化する者を最
小限とする

③医療機関と締結する書面において条件を明確化する等により、確保病床への迅速かつ確実な受入れを可能とする

④フェーズに応じた患者の療養場所についての考え方を事前に明確化し、病床に加え、臨時の医療施設・入院待機
施設等を含めた体制の整備を行い、感染急拡大時においても安心して入院につなげられる環境を確保する

⑤都道府県において、医療機関等からの派遣可能人員の事前登録や派遣調整の体制を整備し、感染拡大期に円滑に
人材確保を行えるようにする
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❶すべての感染者が速やかに、かつ継続して保健所等
または医療機関から健康観察や診療を受けられる

・感染拡大時でも、すべての感染者に、陽性判明当日又はその翌日に
保健所等または医療機関から最初の連絡があり、以降、それぞれの
症状に応じた頻度で継続的に健康観察や診療を受けられる。

※検査体制の整備については、別途、事務連絡を発出。

◆感染拡大のフェーズごとの推計自宅療養者数に対し、健康観察する保健所等の人員
数・確保方法（IHEATの活用を含む）、外部委託見込み数、医療機関対応件数
を具体的に計画に記載。併せて、My HER-SYS等の利用、必要なパルスオキシメー
ター数の確保等についても明記

※ 地域の医療機関の協力を得て、健康観察・診療等を実施することにより、保健所

の負担軽減を図る

❷治療が必要な者が早期に適切な治療を受けられ、
重症化する者が最小限に抑制される

・治療を必要とする自宅療養者等が、症状の軽減や重症化予防の
ための医療（中和抗体薬の投与等）を受けられる。

◆有症状の訴えがある自宅療養者数を推計し、これをカバーできるオンライン･電話診
療を行う医療機関、連携する訪問看護ST、薬局等の数とリストを明記

◆フェーズごとの宿泊療養施設確保居室数を計画に記載

◆重症化リスクがある者に対して、医療機能強化型の宿泊療養施設を含め、中和抗
体薬を投与できる体制を明記

❸入院を必要とする者が、まずは迅速に病床または
病床を補完する施設に受け入れられ、確実に入院に
つなげられる

・都道府県の入院基準に基づき、少なくとも重症者、中等症で酸素投
与が必要な者、酸素投与が必要でなくても重症化リスクがある者が
速やかに病院等に入院できる。

・感染の急拡大等により入院調整に時間を要する場合でも、臨時の
医療施設・入院待機施設等で安心して療養できる。

・回復後も引き続き入院管理が必要な場合は、後方支援医療機関
等で療養を続けることができる。

◆今夏を踏まえ想定する感染拡大のピーク時における要入院者数（※）から、自宅・
宿泊療養者等の急変への対応等の予備等を考慮した限界稼働率を加味した上で、
最大の確保病床数を算出し、フェーズごとに確保病床数を計画に記載。
※ 今夏のピーク時において、入院患者と入院待機中の者の合計が療養者全体に占める割合は、

緊急事態宣言対象となった21都道府県の平均で約10％であった。

◆確保病床への受入れが迅速かつ確実となるよう、感染拡大時の運用実態を把握し、
医療機関と条件を明確にした書面を締結。補助金の執行に際し適切に対応

◆特別に配慮が必要な患者（妊産婦、子ども等）の確実な受入体制を確保

◆推計療養者数を基に、臨時の医療施設･入院待機施設等の必要量を定め、各施設
の機能･運用方針に沿って計画に記載

＜入院調整・人材確保＞
◆ひっ迫時に備えて緊急的な患者対応方針（病床確保・入院基準(スコア方式等)）
を作成

◆G-MISへのタイムリーな入力等を担保し、受入可能病床の情報を地域の関係者間
でリアルタイムに共有

◆後方支援医療機関等をリスト化するとともに、回復患者等の一元的な転退院調整
体制を整備

◆自宅療養対応を含めた医療人材の確保について、都道府県において、医療機関等
からの派遣可能な具体的人員の登録を行うとともに、派遣調整を行う体制を整備

保健・医療提供体制の目標と目指す水準 具体的な取組内容
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2021/22シーズンのインフルエンザワクチンの供給量の見込み

【令和３年８月現在】

※１ 平成７年以前の使用量は不明 ※２ １mL換算
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万本

３価ワクチン ４価ワクチン

2,567

2,792

○ 今年度のインフルエンザワクチンは、製造効率等が特に良かった昨年度とは異なり、
例年と同程度の製造効率等である。

○ 平成８年以降で最大となった昨年の使用量と比較すると少ないが、例年の使用量に相
当する程度は供給される見込み。
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2021/22シーズンにおけるインフルエンザワクチンの供給（週次）

注１） 供給量は、いずれも1mL換算。 注２） 週の表示は金曜日を基準としている。
注３） 令和３年８月現在でワクチン製造は完了していないため、製造効率の変動等に一定の仮定を置いて供給量及び供給時期を算出。

万本

【令和３年８月現在】
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